
こ
し
が
や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６

□日
11
月
26
日
㈯　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
、

11
月
27
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
総
合
体
育
館
お
よ
び
そ
の
周
辺

□内
商
工
業
と
農
業
の
Ｐ
Ｒ
、
模
擬
店
、
こ

し
が
や
鴨
ネ
ギ
鍋
販
売
（
11
月
27
日
の
み
、

数
に
限
り
あ
り
）
な
ど

□費
入
場
無
料

□問
こ
し
が
や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６
実

行
委
員
会
☎
966　
・
６
１
１
１

第
43
回
松
伏
町
農
業
収
穫
祭

□日
11
月
27
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
県
営
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

□内
品
評
会
に
出
品
さ
れ
た
野
菜
の
展
示
お

よ
び
販
売
、
野
菜
・
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
・

焼
き
そ
ば
な
ど
の
販
売
、
輪
投
げ
大
会
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
（
一
部
有
料
）
、
新
米
の

無
料
配
布
（
数
量
限
定
）
な
ど

□問
農
業
収
穫
祭
実
行
委
員
会
事
務
局
（
松

伏
町
環
境
経
済
課
内
）
☎
991
・
１
８
５
３

市
制
施
行
20
周
年
記
念　
吉
川
市
民
ま
つ

り 

〜
澄
ま
ち 

育
ま
ち 

大
好
き
吉
川
〜 

□日
11
月
20
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
お
あ
し
す
、
永
田
公
園

□内
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ

ー
、
コ
イ
ン
ア
ー
ト
、
吉
川
産
野
菜
・
特

産
品
の
直
売
、
国
際
色
豊
か
な
料
理
の
屋

台
村
、
屋
外
ス
テ
ー
ジ
で
の
ダ
ン
ス
の
披

露
な
ど

□問
市
民
ま
つ
り
運
営
委
員
会
事
務
局
（
市

民
参
加
推
進
課
内
）
☎
982
・
９
６
８
５

産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６

□日
11
月
19
日
㈯
・
20
日
㈰　

午
前
10
時
〜

午
後
４
時
（
20
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

□場
市
役
所
南
側
市
民
広
場
・
勤
労
者
体
育

館
な
ど

□内
▼
商
工
ま
つ
り=

工
業
物
産
展
、
各
種

無
料
相
談
会
、
交
流
都
市
の
特
産
品
の
販

売
な
ど
▼
農
業
祭=

地
元
野
菜
な
ど
の
品

評
会
・
即
売
会
、
三
郷
産
米
で
作
っ
た

「
爆
弾
あ
ら
れ
」
な
ど

□問
▼
商
工
ま
つ
り=

三
郷
市
商
工
会
☎

952
・
１
２
３
１
▼
農
業
祭=

農
業
振
興
課

☎
930
・
７
７
２
２

国
際
ハ
ー
プ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　
メ
ー
ン

コ
ン
サ
ー
ト

□日
11
月
19
日
㈯　

午
後
６
時
30
分
〜
、
11

月
20
日
㈰　

午
後
１
時
30
分
〜

□場
草
加
市
文
化
会
館

□内
国
内
外
の
ハ
ー
プ
奏
者
が
集
う
コ
ン
サ

ー
ト

□費
一
般
１
０
０
０
円
、
学
生
500
円
（
未
就

学
児
入
場
不
可
）

□問
草
加
市
文
化
会
館
☎
931　
・
９
３
２
５

■
一
般
書

「
駄
犬
道
中
お
か
げ
参
り
」　
　
　
　
　

土
橋　

章
宏　

著

「
花
や
今
宵
の
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
谷　

治　

著

「
黒
面
の
狐
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
津
田　

信
三　

著

「
芝
浜
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本　

一
力　

著

「
I　

l
o
v
e　

l
e
t
t
e
r
」　

あ
さ
の　

あ
つ
こ　

著

「
失
踪
者
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
村　

敦
史　

著

■
児
童
書

「
日
本
の
世
界
遺
産
」　
　
　
　
　
　
　

山
口　

正　

監
修

「
マ
ル
の
背
中
」　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

岩
瀬　

成
子　

著

「
ぐ
る
ぐ
る
ぐ
る
」　
　
　
　
　
　
　
　

内
田　

麟
太
郎　

作

「
ぼ
く
は
ち
っ
と
も
ね
む
く
な
い
」　
　

ク
リ
ス
・
ホ
ー
ト
ン　

作

「
と
う
だ
い
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤　

倫　

文
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八
幡
・
八
條
図
書
館 

毎
週
月
曜
日
、・
12
月
29
日
㈭
〜
平
成
29

年
１
月
４
日
㈬

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
・
23
日
㈷
・
12
月
29

日
㈭
〜
平
成
29
年
１
月
３
日
㈫

■
12
月
、
年
末
年
始
の
休
館
日

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市

い
く

す
む

今年度の特定健診の受診期間は、残りわずかです。
特定健診は11月30日（水）までです！
特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

□問国保年金課☎○内 ８２５

　夫と離婚したいと考えていますが、夫が離婚に応じてくれません。
今後、どのような手続きをしたら良いでしょうか。また、離婚をした
場合に、夫に対して、どのような請求ができるのでしょうか。

　妻と夫との話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に離婚調
停を申し立てる必要があります。法律では原則として、いきなり離婚
訴訟を提起することはできません。夫が調停に来ない場合や、調停で
話し合いがまとまらない場合には調停が終了し、離婚訴訟を提起する
ことができます。
　離婚調停では、調停委員が妻と夫の言い分を個別に聞き、解決点を
見つけていきます。調停を行う部屋には、妻と夫が1人ずつ交互に入
っていくので、直接、夫とは話しをしません。
　未成年の子どもがいる場合には、「親権者」を誰にするか決めなけ
ればなりません。そして、妻が親権者となった場合には、夫に対して
「養育費」を請求できます。養育費の金額は、基本的にお互いの前年
度の収入に基づいて計算します。
　また、婚姻期間中に購入した自宅や蓄えた預金などに関しては、夫
の名義のものであっても基本的に半分は、「財産分与」として妻が請
求できます。
　夫が会社員または公務員である場合には、「年金分割」を請求でき
ます。年金分割とは、婚姻期間中に夫が支払った年金保険料の実績
（記録）を夫と妻で公平に分け合うものです。その結果、妻の将来の
年金支給額が増えます。
　離婚の原因が、夫の不貞行為や暴力である場合には、「慰謝料」を
請求できます。もっとも、夫が事実を争う場合には、どのような証拠
があるかがとても重要になります。

□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　川原（弁護士）

吉
川
市

　
高
齢
者
が
、
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
よ
る
見
守
り
体
制
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
４
日
㈰　

午
後
２
時
〜
、

11
日
㈰
・
25
日
㈰　

午
前
11
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
11
日
㈰
・
23
日
㈷
・
25
日

㈰　

午
後
２
時
〜

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
11
日
㈰
・
25
日
㈰　

午
後

２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
12
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

　

 

だ　

け
ん 

ど
う
ち
ゅ
う　
　
　
　
　
　
　

 

ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ど   

ば
し　
　

  

あ
き  

ひ
ろ

　

は
な　
　
　

 

こ　

 

よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　

  

ふ
じ 

た
に　
　

  

お
さ
む

　

こ
く 

め
ん　
　

 

き
つ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

 

み　

 

つ　

 

だ　
　
　

 

し
ん 

ぞ
う

　

し
ば 

は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

  

や
ま 

も
と　
　
　
い
ち  

り
き

　

ア
イ　

 　
　
　

 

ラ　
　
　

  

ブ　
　
　
　
　
　
　
　

レ　
　
　

タ　
　
　

ー

　
　
　
　
　
　
　

　

し
っ 

そ
う  

し
ゃ

   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　

し
も 

む
ら　
　

   

あ
つ　

し　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

 

に　

ほ
ん　
　
　

 

せ　

 

か
い　

い  

さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま 

ぐ
ち　
　

 

た
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ　

な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
わ　
せ　
　
　

じ
ょ
う 

こ

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

う
ち   

だ　
　
　

 

り
ん   

た　

ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

さ
い 

と
う　
　
　

り
ん

法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

事例

問題点と解決策

離婚の基礎知識

す
。

●
協
力
事
業
所
の
募
集

　

高
齢
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
協
力
し

て
い
た
だ
け
る
事
業
所
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
協
力
事
業
所
に
な
る
た
め
に
は
、
登

録
手
続
き
が
必
要
で
す
。
登
録
し
た
事
業

所
に
は
、
ス
テ
ッ
カ
ー
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
店
頭
・
車
・
バ
イ
ク
な
ど
に
貼
っ
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
の
周
知
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

●
認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
ご
家
族
の
方

　

徘
徊
し
た
高
齢
者
の
早
期
発
見
体
制
に

事
前
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
に

発
見
の
協
力
依
頼
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
登
録
に
つ
い
て
は
、
長
寿
介
護
課
の

　

市
で
は
地
域
の
方
や
事
業
所
の
協
力
に

よ
り
、
日
ご
ろ
の
活
動
の
中
で
高
齢
者
を

見
守
る
「
高
齢
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。
こ
の
高
齢
者
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
次
の
２
つ
の
役
割

が
あ
り
ま
す
。

①
高
齢
者
の
見
守
り
体
制

　

地
域
を
巡
回
し
て
い
る
事
業
所
や
高
齢

者
が
立
ち
寄
る
商
店
な
ど
の
協
力
に
よ
り
、

気
に
か
か
る
高
齢
者
を
見
か
け
た
場
合
に
、

協
力
事
業
所
が
市
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
へ
連
絡
し
ま
す
。

②
徘
徊
し
た
高
齢
者
の
早
期
発
見
体
制

　

自
宅
に
戻
れ
な
く
な
っ
て
い
る
高
齢
者

の
情
報
を
市
か
ら
協
力
事
業
所
に
メ
ー
ル

で
送
信
し
、
発
見
の
協
力
依
頼
を
行
い
ま

窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
身
近
で
次
の
よ
う
な
気
に
な
る
高
齢
者

が
い
ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

・
郵
便
受
け
や
玄
関
な
ど
が
郵
便
物
や
新

聞
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。

・
一
人
暮
ら
し
や
高
齢
者
世
帯
で
、
最
近

姿
を
見
か
け
な
く
な
っ
た
。

・
い
つ
も
同
じ
服
、
季
節
に
そ
ぐ
わ
な
い

服
を
着
て
歩
い
て
い
る
。

・
急
激
に
痩
せ
た
よ
う
に
見
え
る
。

・
ど
な
り
声
や
大
き
な
物
音
が
た
び
た
び

聞
か
れ
る
。

・
家
族
が
介
護
で
と
て
も
疲
れ
て
い
た
り
、

高
齢
者
に
対
し
て
批
判
的
な
態
度
が
見
ら

れ
る
。

□問
長
寿
介
護
課
☎
○内
４
４
８
、
東
部
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
し
お
苑
☎
998
・

８
８
９
５
、
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
八
潮
☎
994
・
５
５
６
２
、

南
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
埼
玉
回
生

病
院
☎
999
・
７
７
１
７
、
北
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
や
し
お
寿
苑
☎
930
・
５
１

２
３

高
齢
者
を
見
守
る
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　受診券がお手元にない方は、再発行しますので、
国保年金課までご連絡ください。
　健診の結果、特定保健指導の対象となった方には
お知らせをしますので、ぜひご利用ください。

受診の際に必要なもの
 ・ 国民健康保険証
 ・ 受診券
 ・ 問診票
 ・ 自己負担金（500円）


